
夏の交通事故防止 県民総ぐるみ運動スタート！

今年度 初めての定期テスト！

※今後、音楽、美術、保健体育、
技術･家庭は、９月１１日と１月
１８日又は１９日（３年）、２月
１０日（１・２年）に実施します。
５教科は、１０月５日と１１月

９日、１月１８日又は１９日（３年）、２月１８日（１・２年）に実施します。

［教育目標］
自学・友愛・鍛錬・奉仕
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今年の「夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動」

が、７月１６日(木)から７月２５日(土)までの

１０日間実施されます。

今年のスローガンは『交差点 命の危険がかくれ

んぼ』です。中学生にとっては特に、自転車の交

通事故防止と道路横断中の交通事故防止に気を付

けましょう。自転車を運転するときは、右にある

《福島県自転車安全利用五則》を守ってください。

自転車は「車両」つまり「車」です。自分の命を

守ることは勿論、場合によっては加害者になるこ

とがあり、高額な損害賠償を求められることもあ

ります。

本校学区を通る国道１１５号線ではスピードを

出して通行する車が多く見受けられます。普通の

道路でも、９年前の８月、中学生が飛び出しによ

り車にはねられ死亡する事故が起きました。十分

注意しましょう。交通事故０を目指して！
ぜろ

７月１５日（水）、今年度初めての定期テストを実施
しました。本来ならば、第１回を５月２２日（金）に、
第２回を６月２４日（水）に実施する予定でしたが、
コロナウイルスに伴う臨時休業により、今回の実施と
なりました。５教科（国語、社会、数学、理科、英語）
のテストを実施しました。
１年生にとっては中学生になって初めてのテストで

あり、不安と緊張の中でテストに挑んだものと思いま
す。現在の自分の実力を知り、間違ったところをやり
直し、できるまでとことん復習することが大切である
こと、そして、毎日の授業を大切にすることを指導し
ています。「努力に勝る天才なし」「継続は力なり」

《福島県自転車安全利用五則》
ふくしまけんじてんしゃあんぜんりようごそく

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
じ て ん し ゃ しゃどう げんそく ほ ど う れいがい

２ 車道は左側通行
ひだりがわつうこう

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
ほこうしゃゆうせん よ じょこう

４ 安全ルール・マナーを守る
あんぜん まも

・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
いんしゅうんてん ふ た り の へいしん き ん し

・夜間はライトを点灯、反射材を装 着
や か ん てんとう はんしゃざい そうちゃく

・交差点での信号遵守と
こうさてん しんごうじゅんしゅ

一時停止、安全確認
い ち じ て い し あんぜんかくにん

・運転中の携帯電話、ヘッドホン、傘さし
うんてんちゅう けいたいでんわ かさ

運転の禁止
うんてん き ん し

５ 被害軽減のためのヘルメット着用に努
ひがいけいげん ちゃくよう つと

める

初めての定期テストに懸命に取り組む１年生 ５校時の国語のテストに真剣に取り組む３年生


